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平成２５年度制度改正の内容（国民健康保険関係） 

 

〇 国保料軽減制度に係る特例措置の恒久化 

国保から後期高齢者医療制度に移行して国保の被保険者でなくなった者（特定同一世

帯所属者）がいる国保世帯の保険料が急激に上がるのを避けるため、後期制度移行から

５年間は５割軽減や２割軽減の判定の際に、特定同一世帯所属者を含めて軽減対象基準

額を算定してきた特例措置を恒久化するもの。 

 

（例）夫婦２人世帯（夫：７５歳以上、妻：７５歳未満）    ５年間の特例 

    （３５万円×２名）＋３３万円            措置を恒久化 

 

 

〇 特定世帯に係る国民健康保険料軽減措置の延長【特定継続世帯】 

二人世帯で一人が後期高齢者医療へ移行し、もう一人が国保に残った世帯（特定世帯）

となる者については世帯割額を５年間半額とする措置。 

特定世帯として５年を経過した世帯（特定継続世帯）に係る軽減措置について、軽減

割合を１／４として３年間延長するもの。 

 

【【【【後期高齢者離脱前後期高齢者離脱前後期高齢者離脱前後期高齢者離脱前】】】】                    【特定世帯・５年間】【特定世帯・５年間】【特定世帯・５年間】【特定世帯・５年間】                【特定継続世帯・３年間】【特定継続世帯・３年間】【特定継続世帯・３年間】【特定継続世帯・３年間】    

   夫    妻         夫    妻        夫    妻      

                                 

    

 

 

 

                平等割１／２軽減平等割１／２軽減平等割１／２軽減平等割１／２軽減        平等割１／４軽減平等割１／４軽減平等割１／４軽減平等割１／４軽減 

 

 

〇 国保料納付の原則口座振替化（鳥取市国民健康保険条例施行規則の改正） 
国民健康保険料の普通徴収に係る納付方法を原則口座振替とし、簡素化する

ことにより、利便性を高め、収納率の向上及び自主納付体制の確立を図る。 

 

鳥取市国民健康保険条例施行規則新旧対照表（平成２５年４月１日施行） 

 

改正後 改正前 

 略  略 

（普通徴収に係る保険料の納付方法） （保険料納付通知書） 

第１４条 法第７６条の３第１項の規定による普通

徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によ

る。ただし、口座振替の方法によることができない

ときは、納付書による納付その他の方法による。 

第１４条 条例第１９条の規定による保険料納

付通知書は様式第７号による。ただし、口座振

替の方法により保険料を納付する者に対する

当該通知書は様式第７号の２による。 

（保険料納付通知書） 

第１４条の２ 条例第１９条の規定による保険料

納付通知書は様式第７号による。ただし、口座振替

の方法により納付することができない者に対する

当該通知書は様式第７号の２による。 

 

後期高齢 

者医療 
均等割 

     平等割  

後期高齢 

者医療 均等割 

   平等割  

均等割 均等割 

平等割 
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〇 延滞金の利率の見直し（平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞金に適用） 

現在の低金利の状況に合わせ、延滞金の特例基準割合引下げる（税制改正に準じるもの） 

・特例基準割合に年７.３％を加算した割合とする。 

・ただし、納期限の翌日から３か月を経過する日までの期間については、特例基準割

合に年１％を加算した割合 

 

《特例基準割合の定義》 

現 行 改正後 

各年の前年の１１月３０日を経過

する時における商業手形の基準割

引率に、年４％を加算した割合 

各年の前々年１０月から前年９月までにおけ

る国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の

平均の割合に、年１％を加算した割合 

 

 （改正イメージ） 

※ 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とする。 

 

 
本則 現行の特例 

 改正後の特例 ※参考 

平成２５年 

延滞金 １４．６％ １４．６％ 
 特例基準割合 

 ＋７．３％ 
９．３％ 

 納期限後 

３カ月以内 
７．３％ 

特例基準割合 

４．３％ 

 特例基準割合 

 ＋ １％ 
３．０％ 


